
平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

規

則

天
理
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
を
改
正
す

一

る
規
則

告

示

受
胎
調
節
実
地
指
導
員
の
指
定

一

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
届

一

道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始

二

右

同

二

道
路
の
区
域
決
定
及
び
供
用
開
始

三

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認

三

可

公

告

奈
良
県
情
報
公
開
条
例
の
運
用
状
況
の

四

目

次

ペ
ー
ジ

公
表

奈
良
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
実
施
状

五

況
の
公
表

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関

五

す
る
公
告

右

同

六

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

七

奈
良
県
水
道
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部

七

改
正

人
事
委
員
会
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規

七

則
の
一
部
改
正

告

示

奈
良
県
告
示
第
百
十
六
号

母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者

を
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
に
指
定
し
た
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

県
営
水
道
企
業
管
理
規
程

規

則

天
理
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
規
則
第
七
号

天
理
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

天
理
ダ
ム
操
作
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
十
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
及
び
第
五
条
中

十
立
方
メ
ー
ト
ル

を

五
立
方
メ
ー
ト
ル

に
改
め
る
。

第
十
二
条
中

十
立
方
メ
ー
ト
ル

を

五
立
方
メ
ー
ト
ル

に
、

五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

を

二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中

一
に

を

い
ず
れ
か
に

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

一
に

を

い
ず

れ
か
に

に
、

十
立
方
メ
ー
ト
ル

を

五
立
方
メ
ー
ト
ル

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
証
番
号

住

所

氏

名

四
八
四

大
和
高
田
市
有
井
二
三
九

藪
下
敦
子

奈
良
県
告
示
第
百
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
郷

土
地
改
良
区
の
役
員
が
次
の
と
お
り
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
、
同
土
地
改
良
区
か
ら
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

退
任
役
員
の
役
名
、
氏
名
及
び
住
所



理
事

神
野

吉
隆

宇
陀
郡
大
宇
陀
町
大
字
本
郷
一
一
二
六

二

就
任
役
員
の
役
名
、
氏
名
及
び
住
所

理
事

鍛
治
本

義
治

宇
陀
郡
大
宇
陀
町
大
字
本
郷
一
九
九
九

二

奈
良
県
告
示
第
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
次
の

と
お
り
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
奈
良
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
一
月
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

一
六
九
号

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
区
間

道
路
区
域
の
変
更
に
伴
い
新
た
に
道
路
と
な
っ
た
部
分

五

供
用
開
始
年
月
日

平
成
十
四
年
六
月
四
日

奈
良
県
告
示
第
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
次
の

と
お
り
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
奈
良
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
一
月
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

大
三
輪
十
市
線

三

道
路
の
区
域

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

区

間

区
域
変
更

の
前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

備

考

延

長

メ
ー
ト
ル

桜
井
市
大
字
箸
中
八
六
二
番
一

先
か
ら

桜
井
市
大
字
三
輪
一
一
六
九
番

一
先
ま
で

前

一

・
二

二
五
・

う
ち
芝
大

橋
一
八
・

一
、
四
四
九
・

桜
井
市
大
字
箸
中
九
八

番
六

先
か
ら

桜
井
市
大
字
三
輪
一
一
六
九
番

一
先
ま
で

一

・
二

二
五
・

一
、
一
九
八
・

桜
井
市
大
字
箸
中
八
六
二
番
一

先
か
ら

一
六
・

一
、
一
八
九
・

桜
井
市
大
字
三
輪
元
馬
場
方
七

四
七
番
一
先
ま
で

四
六
・

後

区

間

区
域
変
更

の
前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

備

考

延

長

メ
ー
ト
ル

路
線

番
号

桜
井
市
大
字
三
輪

元
馬
場
方
七
三
九

番
一
先
か
ら

桜
井
市
大
字
三
輪

元
馬
場
方
七
六
三

番
先
ま
で

前後

七
・

一
九
・
二

七
・

一
一
・
八

一
二
六
・

う
ち
一
般
国
道
一

六
九
号
に
三

・

メ
ー
ト
ル
重
用

六
メ
ー
ト

ル



四

供
用
開
始
の
区
間

道
路
区
域
の
変
更
に
伴
い
新
た
に
道
路
と
な
っ
た
部
分

五

供
用
開
始
年
月
日

平
成
十
四
年
六
月
四
日

奈
良
県
告
示
第
百
二
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
次
の

と
お
り
決
定
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
奈
良
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
一
月
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

木
津
横
田
線

三

道
路
の
区
域

平
成
十
四
年
六
月
一
日

奈
良
県
告
示
第
百
二
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

施
行
者
の
名
称

当
麻
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
和
都
市
計
画
下
水
道
事
業
当
麻
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

変
更
後
の
事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
七
年
八
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

変
更
後
の
事
業
地

収
用
の
部
分

昭
和
五
十
七
年
八
月
奈
良
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号
、
平
成
三
年
一
月
奈
良
県
告
示
第
五
百
二

号
、
平
成
四
年
十
月
奈
良
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号
及
び
平
成
九
年
一
月
奈
良
県
告
示
第
四
百
六

十
一
号
の
と
お
り

使
用
の
部
分

昭
和
五
十
七
年
八
月
奈
良
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号
、
平
成
三
年
一
月
奈
良
県
告
示
第
五
百
二

号
、
平
成
四
年
十
月
奈
良
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号
及
び
平
成
九
年
一
月
奈
良
県
告
示
第
四
百
六

十
一
号
の
事
業
地
に
北

城
郡
当
麻
町
大
字
八
川
字
中
垣
内
、
字
池
ノ
上
、
字
フ
ジ
カ
ワ
及
び
字

墓
ノ
坪
、
大
字
尺
土
字
油
田
、
字
六
ノ
坪
、
字
小
倉
、
字
下
殿
及
び
字
東
小
倉
、
大
字
大
畑
字
上

王
京
、
字
生
京
、
字
検
京
、
字
九
ノ
坪
、
字
梅
ヶ
町
、
字
宮
前
上
、
字
香
部
、
字
甘
五
、
字
今
西
、

字
サ
ノ
花
、
字
柳
田
及
び
字
横
入
上
、
大
字
太
田
字
平
石
、
字
小
山
、
字
新
池
、
字
弥
宮
口
、
字

師
官
谷
、
字
番
所
、
字
ヌ
根
及
び
字
マ
タ
子
、
大
字
當
麻
字
政
所
、
字
北
墓
、
字
馬
頭
丁
及
び
字

中
ノ
下
、
大
字
竹
内
字
鍋
塚
、
字
茶
屋
前
、
字
尾
崎
、
字
木
戸
口
、
字
垣
内
、
字
平
林
、
字
北
浦
、

字
奥
垣
内
及
び
字
阿
古
、
大
字
長
尾
字
宮
ノ
口
、
大
字
木
戸
字
垣
内
尻
、
字
小
橋
、
字
八
ノ
坪
、

字
オ
五
良
作
及
び
字
小
サ
、
大
字
兵
家
字
平
林
、
字
中
道
、
字
道
ヌ
毛
及
び
字
シ
カ
イ
ト
、
大
字

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

区

間

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長

メ
ー
ト
ル

路
線

番
号

奈
良
市
登
大
路
町
一
七
番
二
先
か
ら

奈
良
市
登
大
路
町
八

番
先
ま
で

一
・
三

一
六
・
六

一
七
五
・
九

奈
良
市
登
大
路
町
三

番
一
先
地
内

六
・
七

九
・
一

二
七
八
・
五

四

供
用
開
始
の
区
間

道
路
区
域
の
決
定
に
伴
い
新
た
に
道
路
と
な
っ
た
部
分

五

供
用
開
始
年
月
日



今
在
家
字
小
薮
町
、
大
字
勝
根
字
天
井
、
大
字
染
野
字
下
場
町
、
大
字
新
在
家
字
馬
塚
、
字
ウ
ル

シ
ハ
ラ
町
及
び
字
郡
正
町
、
大
字
加
守
字
鴨
池
、
字
鑵
子
池
、
字
瀧
坪
、
字
下
千
丁
、
字
塚
本
及

び
字
枯
木
を
加
え
る
。

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

公

告

奈
良
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
三
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
各
実
施
機
関
に
お
け
る
こ

の
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也



奈
良
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
各
実
施
機
関
に
お
け

る
こ
の
条
例
に
よ
る
個
人
情
報
の
開
示
等
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

ま
で
に
奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

オ
ー
ク
ワ
筒
井
店

所
在
地

大
和
郡
山
市
筒
井
一
二
四
一
番
地
他
九
筆

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

株
式
会
社
オ
ー
ク
ワ

代
表
者

大
桑

啓
嗣

住
所

和
歌
山
県
和
歌
山
市
中
島
一
八
五
の
三

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

株
式
会
社
オ
ー
ク
ワ

代
表
者

大
桑

啓
嗣

住
所

和
歌
山
県
和
歌
山
市
中
島
一
八
五
の
三

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
五
年
一
月
二
十
一
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
、
一
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位

置

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り

収
容
台
数

百
二
十
三
台

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位

置

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り

収
容
台
数

五
十
七
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

位

置

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り

面

積

五
十
九
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

位

置

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

法

と
い
う
。
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ

の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面
に
、
氏
名
及
び
住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
団
体
名
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
所
在
地
）
並
び
に
意

見
を
述
べ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日



容

量

四
十
八
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

位

置

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り

出
入
口
の
数

二
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
十
四
年
五
月
二
十
日

九

縦
覧
場
所

奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課

十

縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

法

と
い
う
。
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ

の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面
に
、
氏
名
及
び
住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
団
体
名
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
所
在
地
）
並
び
に
意

見
を
述
べ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日

ま
で
に
奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

（
仮
称
）
オ
ー
ク
ワ
高
田
市
場
店

所
在
地

大
和
高
田
市
大
字
市
場
六
三
八

一
ほ
か
十
五
筆

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

株
式
会
社
オ
ー
ク
ワ

代
表
者

大
桑

啓
嗣

住
所

和
歌
山
県
和
歌
山
市
中
島
一
八
五
の
三

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

株
式
会
社
オ
ー
ク
ワ

代
表
者

大
桑

啓
嗣

住
所

和
歌
山
県
和
歌
山
市
中
島
一
八
五
の
三

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
五
年
一
月
二
十
一
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

四
、

七
七
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位

置

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り

収
容
台
数

二
百
六
十
五
台

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位

置

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り

収
容
台
数

百
九
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

位

置

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り

面

積

二
百
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

位

置

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り

容

量

五
十
七
・
七
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報



開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

位

置

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り

出
入
口
の
数

二
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
十
四
年
五
月
二
十
日

九

縦
覧
場
所

奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課

十

縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
日
第
六
八

一
一
二
号

平
成
十
四
年
五
月
十
日
第
六
八

一
一
二

一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
五
月
二
十
三
日
第
五
六
四
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

香
芝
市
良
福
寺
一

八
番
地
ノ
一
及
び
一

八
番
地
ノ
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
阪
府
東
大
阪
市
友
井
五
丁
目
六
番
四
四
号

株
式
会
社
柏
木
モ
ー
ル
ド

代
表
取
締
役

柏
木
大
造

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

県
営
水
道
企
業
管
理
規
程

奈
良
県
営
水
道
管
理
規
程
第
一
号

各

課

水
道
局

各
出
先
機
関

奈
良
県
水
道
局
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
奈
良
県
営
水
道
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

別
表
第
二
中
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
九
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
十

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養
育
す
る
職
員

が
、
そ
の
子
の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に

か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

）
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合

一
の
年
に
お
い
て
五
日
の
範
囲
内
の
期
間

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
四
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
適
用
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

九
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
十
二
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

冬

木

智

子

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
備
考
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

研
究
職
給
料
表
の
職
務
の
級
三
級
又
は
医
療
職
給
料
表

の
職
務
の
級
五
級
に
属
す
る
職

員
で
任
命
権
者
が
特
に
必
要
と
認
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
た
も
の
の
加
算
割
合
は
、
研

究
職
給
料
表
の
職
務
の
級
三
級
又
は
医
療
職
給
料
表

の
職
務
の
級
五
級
に
属
す
る
職
員
に

あ
つ
て
は
百
分
の
五
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


